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戻る

今後の結核病床の在り方について



～医療計画上の結核病床の基準病床数について～

結核感染症課
１．結核病床数・病床利用率の推移
（１）病床数

　 平成１３年 平成１４年 平成１５年

病床数 ２０,８４７ １７,５５８ １４,５０７
→人口１０万対病床数は、平均１１.４で、４.１（山形県）～３６.１（高知県）
【８.８倍の開き】

（２）病床利用率 （単位：％）
　 平成１３年 平成１４年 平成１５年

病床利用率 ４３.７ ４５.３ ４６.３
→１４.２（島根県）～７３.１（山形県）【５.１倍の開き】

（３）平均在院日数
　 平成１３年 平成１４年 平成１５年

平均在院日数 ９４.０ ８８.０ ８２.２
→４３.５日（福井県）～１３０.２日（和歌山県）【３.０倍の開き】

２．医療計画をめぐる最近の動き
・「医療計画の見直し等に関する検討会」のワーキンググループ報告書（平成１６年９月）において、仮に基準病床を廃止する場合の最

低限必要な条件として以下の仕組みが列挙されている。

(1)入院治療の必要性を検証できる仕組み
(2)入院治療が必要なくなった時点で、退院を促す仕組み
(3)地域に参入する医療機関の診療内容等の情報が公開され、患者による選択が促進され、医療の質の向上と効率化が図られる仕組み
(4)救急医療やへき地医療等政策的に必要な医療に関し採算に乗らない地域では、担当する医療機関に対して、補助金や診療報酬上の

評価、その他の手法により、引き続き医療サービスの提供を保障あるいは促進することができる仕組み

３．結核の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針（厚生労働省告示第３７５号）
・結核予防法の改正に基づく基本指針において、下記の記載を盛り込み、必ずしも、結核病床を病棟単位で確保しなくてもよいとの方針

を示している。
第二　結核患者に対する適正な医療の提供のための施策に関する事項

三　その他結核に係る医療の提供のための体制
　２　指定医療機関においては、十得な他疾患合併患者等については一般病床等において結核治療が行われることもあり、ま

た、結核病床と一般病床を一つの看護単位として治療に当たる場合もあることから、国の定める施設基準・診療機能の基準
等に基づき、適切な医療提供体制を維持及び構築することとする。

４．今後の考え方（案）
・全国一律の基準病床算定基準を廃止し、「都道府県の区域ごとに、都道府県知事が定める数」と改正する。
・その上で、陰圧病室を有する等、菌陽性肺結核患者等、公衆衛生への影響を無視できない難治例の治療に必要な最少限の病床数を、地

理的、社会的状況を踏まえて配置するよう、技術的助言（※）を行う。
・結核患者収容モデル事業の成果を踏まえ、一般病床に結核患者を入院させる際の施設基準を策定する。

【理由】
　下記の通り、「２．」で述べた基準病床廃止要件を満たすことが見込まれているから。

　(1)入院治療の必要性を検証できる仕組み
→各保健所に設置されている結核診査協議会において、入所命令に関する審議を行っており、入院治療の必要性を検証している。
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　(2)入院治療が必要なくなった時点で、退院を促す仕組み
→「結核医療に関する検討小委員会」の意見を聴いて、結核患者の退院基準を策定する予定であり、その基準を満たす入院患者に

対して、退院を促すことが可能となる。

　(3)地域に参入する医療機関の診療内容等の情報が公開され、患者による選択が促進され、医療の質の向上と効率化が図られる仕組み
→今後、結核病床を有する医療機関の診療内容等の情報を促進することにより、結核医療の質の向上と効率化を図ることが可能と

なる。

　(4)救急医療やへき地医療等政策的に必要な医療に関し採算に乗らない地域では、担当する医療機関に対して、補助金や診療報酬上の
評価、その他の手法により、引き続き医療サービスの提供を保障あるいは促進することができる仕組み
→「結核患者収容モデル事業」を活用することにより、医療サービスの提供を保障・促進することが可能となる。

　（※）技術的助言としての必要病床数（案）
　都道府県が必要結核病床数を算出する際に考慮すべき事項を以下の通りとし、下記１）及び２）を合計した数値を必要病床数
とすることが望ましい。

１）新規喀痰塗抹陽性患者の感染性消失までの期間の入院に要する病床数
２）公衆衛生上の理由による（慢性排菌等）長期の入院に要する病床数

【参考】

１．現行の基準病床算定式（結核）
Σ（ＡＢ＋Ｃ－Ｄ）／Ｅ

Ａ：当該区域の性別・年齢別人口
Ｂ：厚生労働大臣の定める当該区域の属する都道府県の区域を含む地方ブロックの性別・年齢階級別入院率（別表第３）
Ｃ：当該区域に所在する病院の入院患者のうち当該区域以外の区域に住所を有する者の数
Ｄ：区域外入院患者数
Ｅ：病床利用率（０．８９）

２．慢性排菌者・多剤耐性肺結核
　平成１５年末現在、２年以上登録されており、かつ１年以内に菌陽性であった肺結核患者は７３１名であり、このうち入院患者は
３２９名。平成１２年度結核緊急実態調査報告によると、慢性排菌者のうち８０％にＩＮＨ耐性、６２％に多剤耐性が認められてお
り、薬剤耐性が慢性排菌者の大きな要素となっていることがうかがえる。
　同調査によると、平成１０年度に登録された培養陽性肺結核患者３，３４２名中、薬剤感受性検査結果を保健所において把握され
ている者が１，９１２名であり、このうち多剤耐性と判断された者は１１８名であった。これは、新規登録患者のうち結核ではない
と考えられた４，６２１名を除く３６，４２１名のうちおよそ０．３％を占める。
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